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令和５年度木津川市公共下水道事業会計補正予算（第１号） 

 

第１条 令和５年度木津川市公共下水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

第２条 令和５年度木津川市公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入

及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

（科目）       （既決予定額）     （補正予定額）       （計） 

（収    入） 

第１款 下水道事業収益 ２，４５３，０１５千円  △３，２９５千円  ２，４４９，７２０千円 

  第２項  営業外収益   １，２７１，５３６千円  △３，２９５千円  １，２６８，２４１千円 

（支    出） 

第１款 下水道事業費用 ２，４５３，０１５千円  △３，２９５千円  ２，４４９，７２０千円 

 第１項 営業費用   ２，３１０，０６２千円   ２，５１８千円  ２，３１２，５８０千円 

 第２項 営業外費用    １３９，６０３千円  △５，８１３千円    １３３，７９０千円 

  

第３条 予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。（資本的収入額が資本的

支出額に対して不足する額５２３，５２６千円は、過年度分損益勘定留保資金１０３，５４０千円及び

当年度分損益勘定留保資金４１９，９８６千円で補てんするものとする。） 

 

（科目）       （既決予定額）     （補正予定額）         （計） 

（収    入） 

第１款 資本的収入     ９７８，１２８千円 △１２，３０５千円    ９６５，８２３千円 

 第３項 他会計補助金   １０８，４３８千円 △１２，３０５千円     ９６，１３３千円 

（支    出） 

第１款 資本的支出   １，５０１，６５４千円 △１２，３０５千円  １，４８９，３４９千円 

 第１項 建設改良費      ９０５，３０３千円  △１２，３０５千円     ８９２，９９８千円 

 

第４条 予算第５条に定めた債務負担行為を次のとおり改める。 

 追 加 

事   項 期   間 限 度 額 

木津川流域関連木津川市公共

下水道事業計画変更業務 

 

令和５年度から 

令和６年度まで 

 

７，０００千円 
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第５条 予算第９条に定めた経費の金額を次のとおり改める。 

 

（科目）       （既決予定額）     （補正予定額）        （計） 

（１） 職員給与費       １００，４８４千円 △１０，８８７千円     ８９，５９７千円 

 

 

第６条 予算第１０条に定めた一般会計からの補助金の金額を２１６，１９１千円に改める。 

 

令和５年１１月３０日提出 

木津川市長 谷口 雄一 







追　加

期 間 金 額 期 間 金 額
国 庫
補 助 金

企 業 債 その他

千円 千円 千円 千円 千円 千円

木津川流域関連木津川
市公共下水道事業計画
変更業務

(7,000)
7,000

令和５年度
～

令和６年度
7,000 7,000

注：（　）内の数値は支出予定額　

債務負担行為に関する調書

事　　項 限度額

前年度末までの
支払義務発生(見込)額

当該年度以降の
支払義務発生予定額

左の財源内訳
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